


・発達障がいのあるこどもが、
前よりも増えたように思う

・本当はその子に合う支援を提供したいが、
今の配置基準では対応に限界がある

・午睡が苦手だったり、主活動で一緒に
行動ができなかったりして、他の児童も
つられてクラスがまとまらない

・近隣に児童発達支援に通う児童はいるが、
送迎の負担やその支援内容を考えると
本当は自分の園でやりたい

皆さまの園でもこのようなお悩みを抱えて
いらっしゃいませんか？

これから紹介させていただきます神奈川県
横浜市で保育園を4園運営する「社会福祉法
人なつめの会」もこれまで上記のようなお
悩みを抱えていました。

もともと、発達に凸凹のあるお子様が多く、
他の療育施設に通っていることも多かった
中で、保育の現場で捉えているこどもたち
の課題と、児童発達支援での様子が全く違
うと感じていました。

自分たちの法人内で、こどもたちへの丁寧
な支援ができる環境が整えば、もっと発
達・成長に繋がっていくのにと考える日々
でした。

そんな中、国の方針で園内での児童発達支
援の設置が可能となったこともあり、2024
年9月に児童発達支援事業所「りあん」を立
ち上げられました。

本レポートでは、立ち上げの経緯や成功の
ポイントについて理事長の川端 ゆり佳様
にお話をお聞きしました。

園の「気になる子」、増えてきていませんか？

成功事例紹介

社会福祉法人なつめの会は横浜市保土ヶ谷区にて、ココアンジュ保
育園・プチアンジュ保育園・エルアンジュ保育園・向台保育園の4
つの保育園を運営している法人です。乳幼児たちが生活時間の大半
を過ごす保育園において、その一人ひとりの個性を伸ばしながら大
切な時間を過ごせることをモットーとしております。

家庭的な雰囲気の中で、「ひとりひとりの個性を大切にする保育」
を保育理念に掲げ、考えて行動する子、たくましく生きる子、思い
やりのある子どもたちを育てています。

「ココアンジュ保育園」の2階に2024年9月 開校したのが
「児童発達支援 りあん」です。

フランス語で「絆」を意味する「りあん」。子ども達を真ん中に
たくさんの絆（繋がり）が出来るようにと、想いを込めて事業所
名を名付けました。

ココアンジュ保育園ですでに取り組んでいるムーブメントや感覚統
合療法を取り入れながら、こども一人ひとりの状況に応じた療育プ
ログラムを提供しています。

現在は在園児約15名が利用し、園内外から問い合わせが続いており
ます。

児童発達支援・保育所等訪問支援

「りあん」

社会福祉法人なつめの会

ココアンジュ保育園 プチアンジュ保育園

エルアンジュ保育園 向台保育園

児童発達支援 教室に設置している大型スイング

活動の様子



児童発達支援への参入を決めた理由

社会福祉法人なつめの会が運営する保育園は、地域の療育センター
と立地が近いこともあり、当園に通うお子様の中には、発達に凸凹
のあるお子様が多くいらっしゃいます。

一方、在園児が外の児童発達支援に通う中で、保育の現場で私たち
が捉えている課題と、児童発達支援での様子が全く違うと感じてい
ました。保護者の方から児童発達支援の話を聞くにつれ、「果たし
てそれは本当に有益なのだろうか？」という疑問がありました。

それであれば、学校など大きな社会に出ていく上で本当に必要な支
援、こどもたちにとって強みにしていきたいところは、私たち保育
士が一番分かっているはず。それを人の手ではなく、自分たちの手
でやっていけないかと考えたのが、児童発達支援事業に参入したひ
とつのきっかけです。

実は以前から、保護者の皆様より「児発や放課後等デイサービスを
やらないのですか？」というお声を何度もいただいていました。保
育園を作ることはできても、畑違いの分野だからとずっとお断りし
てきたのですが、心のどこかでは興味があったため、横浜市の説明
会に参加したり、船井総合研究所のセミナーで情報を集めたりして
いました。

制度改正があった関係で、保育園の中でも児童発達支援が開設でき
るようになり、また国からもインクルーシブ保育の後押しがあった
ことで、もし自分たちでできるならやってみたいなと思ったんです。

たまたまココアンジュ保育園が建て替えのタイミングだったことも
あります。当初は、園内での児童発達支援の開設は考えていなかっ
たのですが、保育園建て替え工事が諸事情により一時期止まってし
まった関係で、「今このタイミングで設計のし直しができるので
は？」と考え、横浜市にも相談したうえで交渉した結果、横浜市
からもOKという返事をいただいたので、やるしかないと決めたと
いう経緯です。

工事が止まったことと制度が変わったタイミングで、10名規模の空
間を作ってスタートしました。

社会福祉法人なつめの会 理事長川端 ゆり佳 氏

横浜市在住。平成16年に無認可保育所を開所。横浜で保育を受ける子どもとそこに関わる
保育者が幸福であるために何が出来るかを考え6年後、現在の社会福祉法人なつめの会を
設立。
横浜市内に保育園4か園を運営。保育士の経験から障害を持つ子ども達への支援の必要性を
強く感じ、保育園内に児童発達支援りあんを開所。

開所に至るまでの流れ

児童発達支援の開設にあたり、まず私たちはどのような方法で実現
できるのかを検討するため、様々な企業の説明会に参加しました。
その中には、フランチャイズ展開を行う会社もありました。

多くの会社さんから説明を受ける中で、「保育園運営のご経験があ
れば、児童発達支援も十分に可能ですよ」「収益性も高く、比較的
容易に立ち上げられます」といった話を聞きました。

確かに、社会福祉法人の設立から保育園4園の運営に至るまで、私
たちは自力で事業を進めてきた実績があります。
しかしながら、そうはいっても、これまでとは異なる福祉分野への
参入には、やはり不安を感じる部分がありました。加えて、私たち
の目的は単なる商売ではなく、本当に支援を必要とする子どもたち
のために質の高い療育を提供することでした。そのため、収益性を
声高に謳うフランチャイズやコンサルティング会社には、どうして
も私たちの想いとしっくりこない感覚があり、なかなか踏み切れず
にいました。

そのような折、船井総合研究所さんからのダイレクトメールが届き、
セミナーに参加させていただきました。セミナーでは、認定こども
園を運営しながら児童発達支援を立ち上げ、園との連携による療育
を実践されている法人様がゲストとして登壇されていました。ゲス
トの方のお話は、私たちが日頃から考えていること、大切にしてい
る想いと非常に近いものでした。

セミナーや個別相談を通してコンサルタントの方から様々なお話を
伺う中で、船井総合研究所さんでは、あらゆる経営の知識・ノウハ
ウをもとに丁寧にサポートしてくださることを知りました。そして、
船井総合研究所さんであれば、私たちが園で取り組んでいる内容を
療育に活かしつつ、園の良さを最大限生かした児童発達支援を一緒
に実現していけるのではないかと感じ、コンサルティングをお願い
する決断に至りました。

まずは、事業戦略を立てるため、地域の商圏分析を船井総合研究所
さんに行っていただいたうえで、療育プログラムの設計、利用者募
集、職員採用等、立ち上げに至るまでを一緒にサポートいただきま
した。

準備を開始してから約5ヶ月という期間で、2024年9月、無事に
児童発達支援「りあん」を開所することができました。

児童発達支援事業 商圏調査報告書（一部抜粋）

成功事例インタビュー



児童発達支援「りあん」の療育

児童発達支援りあんでは、これまで社会福祉法人なつめの会が注力
してきたムーブメント教育・療法や、感覚統合療法を取り入れなが
ら、独自の療育プログラムを考案しています。

感覚統合とは、「生活の中で、さまざまな感覚器官を通じ、絶えず
身体に入ってくる複数の感覚（五感・固有受容覚・前庭覚など）を
正しく分類・整理し、取り入れる脳の機能」のことです。
この機能により、その場その時に応じた感覚調整や集中が可能にな
り、周囲の状況の把握とそれをふまえた行動（自分の身体の把握・
道具の使用、人とのコミュニケーションなど）ができるようになり
ますが、発達に特性をもつお子様の場合、これが難しいことがあり
ます。
「りあん」では、トランポリンやスイングなどの療育器具を活用し
ながら、感覚統合面にアプローチできる療育を行っています。

もう一つの柱であるムーブメント教育・療法は、こどもの自主性、
自発性を尊重し、こども自身が遊具、場、音楽などの環境を活用し
ながら、動くことを学び、動きを通して「からだ（動くこと）」と
「あたま（考えること）」と「こころ（感じること）」の行動全体
に関わる調和のとれた発達をサポートする方法です。

これは、社会福祉法人なつめの会の保育の中でも以前から大切にし
てきた取り組みです。「りあん」では、指先を使うことで、握る・
掴むといった巧緻性の向上を図ったり、ラダーを使ったあそびを取
り入れることで身体意識能力や視知覚を育てるなど、具体的なプロ
グラムに落とし込んでいます。

社会福祉法人なつめの会が運営する保育園の在園児には送迎を行っ
ており、通園しているお子さまは、「りあん」へ通園時間内で通所
できるというメリットがあります。児童発達支援の利用時間前・後
には各園に戻っていつも通りの生活を送ることができます。

成功事例インタビュー

保育園と児童発達支援の運営を比較

異なる点は「広報活動」

保育園運営と大きく異なるのは、広報活動の必要性です。
保育園は基本的に保護者の方から選んで入園していただくため、積
極的な広報活動は必要ありません。

しかし、児童発達支援は自分たちから積極的にアピールし、どのよ
うな支援を提供しているのか、どのような場所にしたいのかを理解
していただき、選んでいただけるよう努めなければならないと感じ
ています。

「りあん」の開所にあたり、オンライン説明会にて在園児保護者の
皆様へ、児童発達支援がどのような場所であるかをはじめ、制度や
療育プログラムの詳細、そして設立への想いを丁寧にご説明いたし
ました。

特に強くお伝えしたかったのは、「児童発達支援を使う子どもたち
は、障がいのある特別な子たちだけが通う場所」という誤解を解き
たいという思いです。そうではなく、誰もが必要に応じて利用でき
る開かれた場所であり、「りあん」に来る子どもたちには皆、「楽
しい」「早く行きたい」と心待ちにしてほしいと願っていました。

おかげさまで今では、他の子どもたちからも「りあん、いいな」と
羨ましがられることが多くなりました。

良かった点は「保護者の変化」や

「法人内での支援体制が組めること」

児童発達支援を始めて良かった点として、法人の中に「りあん」が
できたことで、これまでお子さんの発達について悩んでいたものの、
なかなかそれを「特性」や「障がい」として受け入れられなかった
保護者の方が、その状況を認め、支援につながるようになったとい
う大きな変化がありました。

また、保護者の皆様からは、「自分の子どものことをよく知ってい
る保育園の先生が関わってくれるからこそ、安心して預けられる」
というお声を多くいただきます。これは、外部の児童発達支援には
ない、私たちならではの強みだと感じています。

外部の児童発達支援は、どうしても「お教室」のようなイメージを
持たれがちで、習い事感覚で利用されている保護者の方も少なくあ
りませんでした。
しかし、私たちはそうではなく、保育園との連携を密に取りながら、
お子様一人ひとりに本当に必要な支援を届けたいと考えています。

保育園の職員と「りあん」の職員の間で、当初はうまくいかない部
分もありましたが、積極的に新しいことを推進してくれる職員が中
心となって、部門間の垣根を越えた協力体制ができてきています。
保育園での生活の場面を直接見ているからこそできる、具体的なア
ドバイスや訪問支援は、「りあん」の大きな強みです。

お子様の日常の様子を保護者の皆様と共有しながら、より効果的な
支援を提供できると実感しています。

今後の展望

今後は、まず職員の専門性をさらに高めていきたいと考えています。
例えば、感覚統合に興味を持っている職員もいますので、そういっ
た分野の研修にも積極的に参加してもらえたらと思っていますし、
資格取得支援も行っていきたいです。

将来的には、「りあん」に関わる職員は全員が児童発達支援管理責
任者の資格を持っている、という状態を目指したいですね。それは、
子どもたちへの支援の質の向上にも繋がりますし、職員自身のキャ
リアアップにもなると思っています。

また、今提供している支援の質をさらに高めていくことは常に考え
ています。保護者の皆様へのサポートも、もっと充実させていきた
いです。

「りあん」が、地域の子育て支援の拠点の一つとして、より多くの
方に知っていただき、気軽に利用していただけるよう、情報発信に
も力を入れていきたいと考えています。



実質的に個別支援(1:1)や小集団での支援が可能

園と連携したスケジュールが組める

職員の業務負担軽減に繋がる

園の特色を活かしたプログラムを提供できる

共働きのご家庭でも利用しやすい

キャリアの多様化で採用や定着にも効果大

児童発達支援の定員は10名で、例えば 1日のうち療育時間を午前午後に分けて、1コマあたり
の利用者は4～5名等とすることも可能です。職員は児童発達支援管理責任者を含めて最低3
名、加算を取得する場合は追加で2名ほど配置することが可能ですので、実質的に1：1の個別
支援や小集団での支援を実現することができます。

午前の集団活動の時間や、午睡の時間（発達障がいのお子さんは午睡が
苦手だったり、給食後興奮状態になったりすることも多い）に児童発達支援で
療育を行い、昼食や午睡、自由遊びはクラスのお友達と過ごすことでお友達との
時間も大切にしながら、その子に合った追加支援を提供することも可能です。

その子に合った支援を提供したいと思っていても、3歳児クラス 20:1、4・5歳児クラス 30:1
の配置基準では現実的に難しいことが多いです。児童発達支援で療育を受けることでその時
間その子に合った支援を提供できるだけでなく、クラス運営の負担も軽減される他、療育の
効果が出てくることで集団の中でも落ち着いて過ごしやすくなっていきます。

貴園の保育・教育理念や方針に則った保育・教育プログラムを、児童発達支援ガ
イドラインに則って再設計することで、園の特徴・特色を活かした保育・教育
プログラムを提供できます（弊社から紹介させて頂く外部プログラムを導入いた
だくことも可能です）。

園内や園の近くで実施する場合は車での送迎は不要ですし、少し離れた場所に事業所がある
場合も事業所による送迎（普通自動車等を用いることが多いです）ができれば、保護者は生
活リズムをそのままにこどもに必要な支援を受けさせることができます。仕事の都合でこど
もに療育を受けさせられない、又はこどもの療育の都合で仕事を制限せざるをえない、そう
いった課題を解決することが可能です。

児童発達支援の管理者や児童発達支援管理責任者、指導員等の新たなキャリアス
テップを提供することが可能です。またこれまでの採用活動では出会えなかっ
た人材と出会え、法人が活性化する効果も期待できます（また近年「こども主
体」の保育が注目される中、一人ひとりに合った支援の提供は、視座の高い職員
からも注目されやすくなります）。

保育園・認定こども園が
児童発達支援事業を始める意義

保育園・認定こども園を設置・運営する皆さまが、児童発達支援を開始する意義について次のように考
えております。こどもにとっても、保護者にとっても、職員にとってもまさに「三方良し」の事業です。



レポートをお読み頂いた皆さまへの特別なご案内

川端氏をゲスト講師としてお招きし、

東京会場で来場セミナーを開催します

特別ゲスト講座より

過去児童発達支援立ち上げセミナーに参加された方の声

事例を含め、大変分かりやすく理解することができました。
ありがとうございます。

児童発達支援事業所の概要等の説明が分かりやすかった。
また、保育園との併設でシナジー効果があると感じました。

実際の療育の様子を見ることができ、大変参考になりまし
た。また、多角化することで保育事業の採用にも良い影響
がある、ということも興味深く聞かせて頂きました。参入
に向けて、前向きに検討したいと考えています。

近年、当法人でも配慮が必要な子、集団生活に戸惑いを感
じている子が多くなってきています。他法人の児童発達支
援施設と連携を取りながら支援を進めていますが、連携が
難しいところも感じています。当法人が児童発達支援、放
課後等デイサービス機能を持つことにより、子どもたちや
多くの保護者に対して、より適切な支援を提供できるので
はないかとの思いから今回のセミナーを受講しました。セ
ミナーにて新規参入、運営することの意義、流れの理解へ
とつながり、今後の運営について考えをまとめる機会とな
りました。

昨年の４月から指定を受けて事業を始めています。話の内
容が具体的でわかりやすかったです。ゲストのお話も当社
と重なる部分があり、参考になりました。

船井総合研究所講座より

▼セミナーでお話させていただくことの一部をご紹介します▼
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必要な施設基準 レイアウトイメージ
保険収入の仕組みと

収支の考え方
加算と取得方法

定員設定の考え方
園と事業所の
連携方法

利用者募集の
具体的な施策



知ってもらう・来てもらう
イベントチラシ

セミナー会場限定！申請や集客、採用に使っているツール類を大公開

初めての障がい福祉サービスも安心！
各種業務マニュアル

契約・運営に必要な各種帳票類

園職員向け 研修用テキスト
自事業所に合う人材を集める

お仕事説明会チラシ

特色を簡潔にわかりやすく
まとめた三つ折りパンフレット

事業所のことを知っていただく
ホームページ

説明会時に使用する保護者向けの
プレゼン資料

6

運営の流れがわかる！運営手引書どの備品・教材が必要か分かる！
運営備品リスト

設備整理の不安を解消
開所時設備チェックシート



障がい福祉サービス業界動向

増える発達障がい児と、障がい福祉サービスの利用者

発達障がいの可能性がある児童生徒は約10人に1人

発達障がいの認知度や理解も徐々に広まり、障がい児サービスの利用者も増加傾向ですが、一方
で令和元年度でも全児童に対して 1.7％しか利用しておりません。発生頻度等を踏まえるとまだま
だ 適切なサービスを受けることができずに困っている保護者やこどもが多くいることが予想され
ます。

発達障がいの可能性があり特別な支援が必要な小中学生は通常の学級に8.8％、つまり11人に1人
程度在籍していると推計されています。
文部科学省の前回10年前の調査から6.5%増加しており、支援の充実が課題となっています。

出典：文部科学省

推定値 （95％信頼区間）

学習面又は行動面で著しい困難を示す 8.8%( 8.4% ～ 9.3% )

学習面で著しい困難を示す 6.5%（ 6.1% ～ 6.9% ) 

行動面で著しい困難を示す 4.7%（ 4.4% ～ 5.0% ) 

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3%（ 2.1% ～ 2.6% ) 

質問項目に対して学級担任等が回答した内容から、「学習面又は行動面で著しい困難を示す」
とされた児童生徒数の割合＜小学校・中学校＞
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発達障がいは、発達の仕方に生まれつき凸凹がある障がいです。
一人ひとりの特性に応じた理解や支援により、その凸凹はその子ならではの個性となります。

一方で、正しい理解や支援がないままだと困難感を抱えたまま成長し、例えば知的に遅れがあるわ
けでなくても勉強についていくことができなくなったり、何度も叱られることで自己肯定感が下
がってしまったり、相手の感情が理解できないことでいじめる側になったり、逆にいじめられる側
になったりと、二次障がい（うつ、不安障がい、引きこもり等）に繋がりかねません。

そういった点でも早期の支援は非常に重要であり、発達障がいの傾向が出やすいと言われる3歳児前
後に日常的に関わっている保育園や認定こども園の皆さまの役割というのは非常に大きいと言えます。

出典：厚生労働省



障がい児通所支援事業全体の概要

福祉

保育

教育

児童発達支援
放課後等

デイサービス

小規模保育・企業主導型
ベビーシッター

認可保育所
放課後児童
健全育成事業

認定こども園 教育付き学童保育

親子教室
未就学児教室

幼稚園
課外教室・
スクール

0歳 2歳 5歳 小学生3歳

就学前後の障がい児に向けた
通所支援サービス

保育・教育・福祉の関係から見る児童発達支援事業の立ち位置

既に保育園・認定こども園を運営されている皆様が、障がい児通所支援事業に参入することで、
自園に在籍している障がい児とその保護者が抱える課題の解決に繋がります。
そして既にある地域のネットワークを駆使し、他園の園児も受け入れることで、在園児にとどまら
す地域のこどもたち全体の課題を解決することが可能になります。

発達障がいを抱えるこどもが増えている今、法人として一体何をすべきか‥
こどもの成長を促すプロフェッショナルである皆様は、障がい児に対しても深いレベルでの療育が
可能であり、地域の課題解決を担う可能性を秘めています。是非、今こそ参入をご検討ください。

「児童発達支援」は、保育園・認定こども園事業者が取り組むからこそ、
価値の高い教室になる可能性を秘めています！

児童発達支援

対象 未就学児（0歳児～5歳児）

定員 計 10名

開所時間 10:00～17:00 （サービス提供時間は6時間以上）

開所曜日
月曜～土曜

（地域ニーズや利用ニーズによる、週5日開所や週7日開所の場合も）

必要人員 最低 3名

必要面積 60㎡以上（建物や地域による）

年間売上 3,600万円

年間営業利益 900万円

＜船井総合研究所が推奨する児童発達支援事業モデル＞



株式会社船井総合研究所

福祉・保育グループ リーダー 金子理彩
大学を卒業後、船井総合研究所に入社。
フードビジネス のコンサルティングに従事した後、障がい福祉業界 にて障がい児通所支援事業の新規開発及び
活性化コンサルティングを行う。主に放課後等デイサービス・児童発達支援の業態展開・業績UPを担当し、
現場に入り込んだサポートを得意とする。

ここまで、本冊子をお読みいただきましてありがとうございます。
ご挨拶が遅くなりましたが、船井総合研究所の金子と申します。

最近、全国の事業所から、児童発達支援事業参入に関するお問い合わせを多くいただいております。
そのような中で、今回のセミナーを企画しているのは、新規事業参入前に誰もが感じる
「本当に参入して大丈夫なのか？」「どのように実際運営を行っているのか？」「参入を決める最後の一歩が踏み出せない」
そんな不安を解消いただきたいと考えるからです。

そして今、このレポートをお読みいただいている皆様も、何かしらの「参入に向けた不安」があるのではないでしょうか。
今回、少しでも参考にしていただければと思い、「児童発達支援事業に新規参入するうえで重要な4つのポイント」
をご紹介させていただきます。

船井総合研究所は、全国で児童発達支援に関するコンサルティングをさせていただいておりますが、その事例の中から見えてきた
ポイントをまとめた内容となっております。このレポートが少しでもお役立ちになれば幸いです。

ポイント① 事業参入を決める前に必ず実施せよ！商圏調査

経営者の「勘」だけで事業参入するエリアや事業所
のコンセプトを決めることには、大きなリスクが伴
います。

事業の成功確率を上げるためには、さまざまな
データ分析やヒアリングを実施したうえで参入可
否を判断を行うことが重要です。
障がい児支援通所事業参入の場合は、下記の
データが重要な指標となります。

・障がい福祉計画の見込み量
・近隣の学校の利用対象者数
・競合状況（事業所数・療育内容）
・参入予定地の自治体ルール など

ポイント② 職員採用は既存リソースの活用で解決

児童発達支援事業の運営に欠かせない、
人材については、既存の保育士等の活用が可能です。

児童発達支援管理責任者・・・
こどもに対する大元の支援の内容を決定する役割があります。
保育士経験5年以上で実務要件に該当します。

指導員・・・
こども10名に対して2名の指導員が必要です。
保育士を配置することができるため、既存の職員が活用できます。

加配・・・
障がい児支援事業で保育士を加配する場合、収益を最大化させる
ことが可能です。



ポイント③ 必要な部屋の広さは？園の空き教室での開設も可能

より具体的な新規参入に向けての取り組みや詳細な事例については、
セミナーにて、たっぷりとお伝えできればと思います。

ポイント④ 在園児の誘導には、「保護者説明会」を企画

児童発達支援には、下記の設備が必要です。

【必要設備】指導訓練室、相談室（静養室）、事務室、洗面所、トイレ

指導訓練室に関しては、こども１人あたり約３㎡の広さが必要になりますが、こ
の基準は指定権者（都道府県もしくは市区町村）によって異なる場合が多い
ため、必ず確認が必要です。

自園（保育園や認定こども園）の空き教室で指定を受けることが可能な場合は、
園にすでに設置されている相談室や事務室、洗面所、トイレなどは兼用として指
定を受けることもできます。
また、上記の設備のほか、実際には送迎や職員の車通勤用の駐車場スペースも
必要となります。

左の図は、運動療育に取り組む場合の事業所レイアウトのサンプルです。

どのような療育に取り組むかによっても必要な規模は異なりますが、
例えば運動療育などで体を動かしたり、療育器具の設置が必要な場合は、
事業所全体で80～90㎡、機能訓練室は約50㎡、高さ3.5～4m が理想です。

説明会おたより例

児童発達支援の新規利用者募集の際には、保護者が福祉
サービスの存在を理解していないことも多いため、福祉サー
ビスを知るきっかけづくりを定期的に行うことが必要です。

在園児保護者には、「保護者説明会」や「療育説明会」など、在
園児保護者全体に発信するイベントを行い、見込み利用者の
母数を集めましょう。

保護者自身が障がい受容ができていないとクレームになるこ
ともあるため、基本的に園の職員から直接保護者に「療育を
利用しませんか？」と個別のアプローチは難しい場合が多い
ですが、上記の形であれば興味がある人全員に説明ができま
す。

また、既存利用者の利用増加を図る際には、
「参観日・成長事例発表会」など、利用当初からの成長を事例
として発表することで利用者・保護者の満足度が
上がるイベントが効果的です。 説明会チラシ例


